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おけば、一層の税情報把握に対する業務量の増加や職員の減少にも耐えることができる。

全庁的な重要施策やコア業務に職員を手厚く配置することになっても、柔軟に対応できる

ようになる。 

 再設計が必要な業務について、①課税段階、②収納段階、③滞納整理・滞納処分段階に

分けて考えてみよう。①課税段階で再設計した方がいいのは、個人住民税の特別徴収であ

る。②収納段階は、携帯電話を使った納付環境を整えることである。そして金融機関との

連携を進め、庁内で自動消し込みできるように再設計することである。また、口座振替、

コンビニ収納、クレジット収納と収納チャネルはできたが、より浸透させるには、指定金

融機関やクレジット会社との手数料について検討した方がよいだろう。③滞納整理・滞納

処分段階では、徴収の一元化や広域化は進んできているが、さらに効率化するには、金融

機関と連携して電子差押を行うことと、プロファイリング可能なデータベースを作成する

ことである。そして、地方税務行政がより進化するためには、法改正が必要な場合がある

が、日本の法制度は戦後に数多く制定されており、煩雑になっている。法改正の作業を確

実に進めるためには、法令の構造（アーキテクチャー）が分かるデータベースを構築する

のがよい。そうすれば、法改正のときに、この法律のここを変えたら、ここも変えなけれ

ばならないということを IT が教えてくれて、取りこぼしなく包括的に作業を進めることが

できる。 

 本稿では、上記で述べた再設計が必要な業務のうち、地方税務行政を取り巻く環境変化

沿って再設計するのが望ましい、個人住民税の特別徴収の再設計、電子差押、プロファイ

リングデータベースや法令アーキテクチャーなどのデータベースの作成について述べてい

く。 

 

1．地方税務行政を取り巻く環境変化 

（1）マイナンバーの導入 

 マイナンバーとは「社会保障・税番号」のことで、2013 年 5 月に「行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）（マイナン

バー法）」が制定された。2015 年 10 月に 12 桁の個人番号と 13 桁の法人番号が割り当てら

れる。2016 年 1 月より、平成 27 年度所得に係る個人住民税・給与支払報告書、平成 27 年

度に開始する事業年度の法人二税から番号が記載され、2016 年 7 月から情報提供ネットワ

ークシステムを介した照会・提供開始、2017 年 1 月にマイポータルが稼働する予定である

（図 1）。 

 マイナンバーの導入によって、さまざまな手続きが簡素化され、便利になると期待され

ている。2012 年度から 2013 年度にかけて開かれた「番号制度に係る地方税務システム検

討会報告書」では、マイナンバーが導入されると、窓口の待ち時間が短縮されたり、個人

や法人の特定作業が短縮されたりするなど、住民側・行政側双方にメリットがあると述べ

られている。 
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務量である。自治体は若干の手数料を払っているが、費用の多くを金融機関が負担してい

る。合理性を考えれば、やり方を変えてほしいという金融機関からの要望は当然のことと

いえよう。 

 

表 1 地方税務行政に係る規制改革会議の要望 

 

出所：「規制改革に関する第 2 次答申～加速する規制改革～」（平成 26 年 6 月 13 日）より抜粋。 

 

（3）生活困窮者自立支援制度 

 生活困窮自立支援制度とは、生活保護手前の生活困窮者の自立を支援する制度である（図

2）。自治体では、担当課が創設され、ケースワーカーや自立支援相談員が対象者と面談し、

1 人 1 人の状況に応じた自立支援計画を作成する。具体的な支援としては、①居住確保支援：

家賃費用の有期給付、②就労支援：就労に向けた訓練、③緊急的支援：住居喪失者に対し

一時的な衣食住の提供、④家計再建支援：家計再建の相談や資金貸付、⑤子ども・若者支

援：生活困窮家庭の子どもに対する学習支援、⑥その他の支援などがあり、税務部門では、

家計再建支援事業への協力が要請される。家計相談支援事業は、①家計表作成や出納整理

の支援（状況に応じてファイナンシャル・プランナーを活用）、②滞納の解消や各種給付制

度の利用に向けた支援、③債務整理に関する支援（法テラス等への同行支援）、④貸付制度

の活用などがある。その支援事業を円滑に行うために税務情報の提供が主な税務部門の支

援である。 

平成 23 年 3 月 3 日付総行政第 29 号総税市第 11 号「生活困窮者対策等における税務情報

の活用について」で通知されたように、税務情報の活用が生活困窮者の実態を知る上で重

要であることはすでに周知のとおりである。生活困窮者を自立させるには、根本的な原因

を把握する必要があり、それが失業なのか、借金なのか、税や料の滞納なのかを把握して、

Ｎｏ． 事項名 規制改革の内容 実施時期

28
公的機関からの
電子的手段によ
る通知の促進①

eLTAXにおいては、複数の市町村からある一つの企業に当該特別徴収
税額通知を送信する場合、当該複数の市町村からの電子データが１つの
データとして、企業に送信される機能が既に実装されているところ。
eLTAXを通じ、当該特別徴収税額通知を電子署名付きの電子データで送
付することについては、平成27年９月を目処にeLTAXを改修し、その後、
各市町村において税務システムをeLTAXに対応できるよう改修を進め、
完了した市町村から順次電子署名付きの電子データの送付を開始する。

平成27年9月までに措置

29
公的機関からの
電子的手段によ
る通知の促進②

各納税義務者が専用のホームページ上で税額を参照できる仕組みにつ
いて、社会保障・税番号制度におけるマイ・ポータルの機能と併せて検討
を行う。

マイ・ポータルの検討状況
に合わせ検討・結論

30
公的機関からの
電子的手段によ
る通知の促進③

「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税特別徴収税額の決定・変更
通知書」に係るeLTAX仕様の統一的なフォーマットについては、「公的機
関からの電子的手段による通知の促進①」の改修に併せて平成27年９
月を目処に対応する。

平成27年9月までに措置

38

金融機関に対す
る取引照会の一
元化（地方税に
関する取引照会
のオンライン化）

地方税に関する取引照会の電子化については、関係者の意見を伺うとと
もに、国税当局等における取引照会の電子化に向けた取組状況や社会
保障・税番号制度における個人番号の利用範囲を巡る議論の動向などを
十分に踏まえながら、地方税に関する照会書の用語・書式の統一化に係
る検討結果を基に具体的方法や時期を検討し、地方団体に対し対応を要
請する。

平成26年度以降、継続的
に検討し、国税当局等の
取組状況や番号制度の議
論の状況等を踏まえた上
で、書式等の統一化に係
る検討結果を基に結論を
得る（結論に応じ、その
後、速やかに措置）
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とを定めているが、これまで全国的にみて 7 割程度の達成に留まっている1。ほとんどの自

治体は事業者に出向き、協力のお願いという形を取っていたり、事業者からの普通徴収の

希望を容認してきたりしているので、特別徴収が原則であるにもかかわらず、どうしても

立場が弱くなっている。こういうことが長らく続いたので、自治体の課税担当者は特別徴

収の推進をやりたがらない。 

 地方税法で規定されているにもかかわらず、また、自治体職員が促しているにもかかわ

らず、なぜ 7 割程度しか達成していないのか、ここに着目する必要がある。それは、特別

徴収制度が事業者と自治体のそれぞれの実態に合っていないからである。合理的だと思え

るように再設計すれば仕組みが活きてくる。 

事業者が特別徴収義務者になりたがらない理由は、事務の煩雑さにある。課税自治体ご

とに手続きしなければならず、場合によっては納付手数料や給与システムの改修が必要と

なることもあり、時間と費用がかかるからである。特に少人数の従業員の場合、かえって

面倒であるという意見が出る。また、業種によっては、パート、アルバイト等の短期従業

員が多いこともあり、退職雇用手続きの煩雑さも指摘される。それゆえに、事業者が普通

徴収を希望する場合に、自治体がそれを認めてきた背景があり、自治体職員も事業者も選

択制だと誤解している向きがみられる。なかには、給与支払報告書（総括票）に普通徴収

を希望するかどうかの欄を設けている自治体もある。 

自治体は特別徴収業務の集中化で困っている。自治体は、2 月から 5 月までの当初課税が

忙しく、この時期に大量な事務作業が発生する。他部署から職員を借りてきたり、臨時職

員を雇ったりして乗り切っているが、決まっている業務だから変えられないと思っている

感がある。また、大量の書類の保管場所にも困っている。書類にナンバリングで付番し、

並べ替えて保管している。当初課税後に問い合わせがあった場合には、保管資料のところ

に行き、閲覧して回答している。さらに、自治体では、給与支払報告書を印刷し、各事業

者に発送しているが、かなりの事業者で利用されずに廃棄され、印刷の無駄が起きている。 

また、最近では、特別徴収を行う事業者の滞納が増えており、滞納処分に至ることもあ

る。これからは滞納処分を未然に防ぐことも必要になってきている。 

 

（2）特別徴収の再設計 

 このように制度疲労を起こしているので、マイナンバーが導入されるこのタイミングが

特別徴収を再設計する絶好の機会である。その際の前提条件としては、紙をなくすことで

ある。基本的に給与支払報告書を印刷して送ってはいけない。 

①第 1 ステップ：広域的受付センターの導入 

 事業者によっては、全国や地域に事業所を持ち、その事業者においても複数の自治体か

ら通ってくる従業員がいる。所得税では税務署 1 ヶ所に納めればいいが、地方税の場合は

従業員の住む自治体ごとに提出しなければならないため、事務が煩雑化する。そこで、事

業者が 1 ヶ所に納付や提出をすれば、各自治体にそれらのデータが配付される広域的受付

                                                  
1 柏木恵「個人住民税特別徴収の推進の取り組みと今後の方向性」『税』2014 年 11 月号を参照。 
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り、離席も伴うことから業務の煩雑さが目に付く。 

この作業からも職員を解放することは可能である。①住民の問い合わせ内容を分類し、

自動音声応答（IVR）または代表電話から案件別に転送を行うことで、大量の問い合わせに

ついては人員を多く配置することができる。②紙をデータ化し、税務端末に取り込むこと

で、現物確認のために、わざわざ席を外すこともなく、自席にて受電対応が完結する。③

紙（現物）は倉庫で管理することで遺失リスクが大幅に低減され、業務スペースを有効的

に活用できる。 

この手法ではすべての業務を知る必要はなく、短い期間で受電要員を準備することが可

能となり、大量の電話に対しても柔軟に対応できる。このように、必要なところに職員を

配置できるような業務設計にしておくことが望ましい。 

 

3.金銭債権差押の電子化（電子差押） 

 つづいて、滞納整理・滞納処分段階で効率化できる業務を提案する。これは規制改革会

議の要望から一歩進んだものである。 

 規制改革会議では、「地方税に関する取引照会のオンライン化」が要望された。ある地方

銀行では、税務署や自治体からくる財産調査の依頼に対して、4 名体制で 1 日中対応してお

り、そのコストは大きいため、オンライン化は望まれるところであるが、それから一歩進

んで、単に取引照会をするだけではなく、電子的なやり取りで金銭債権の差押（電子差押）

までできるようにすることが望ましい。米国では、e-garnishment と呼ばれ、ノースカロ

ライナ州が行っているが、日本では、肥後銀行が自治体と電子媒体の受け渡しによって集

中差押を始めている。まだ電子差押とは言い切れないが、それに近い形といえよう。今年

は、いくつかの地方銀行でも開始される予定である。最近では、セブン銀行のようにコン

ビニ ATM が使えるようになると、たとえば年金支給日や給与支給日に、自治体職員が銀行

窓口に来るよりも早く、滞納者が現金を引き出せるようになった。差押に関しても、環境

変化に合わせて対応を変えなければならない。 

 肥後銀行のケースは、熊本県をはじめとする預金差押に来る自治体職員の対応業務が増

え、熊本県と肥後銀行と相談の上、集中差押を始めることとした。現在では、熊本県や熊

本県内の一部の自治体は、債権差押通知書及び滞納者の口座等のデータを肥後銀行の事務

センターに持参し、データを突合させて、該当した預金について自動的に差押をする仕組

みとなっている。ただし、肥後銀行に住宅ローンや教育ローンなどの債務がある滞納者は

対象外となるが、除外者については、これまで通り、窓口での対応は可能である。少なく

とも、毎回のように窓口に出向く手間が省けて、確実に差押できるので、これから多くの

自治体と金融機関で注目されるだろう。 

 

4. ビッグデータの活用：プロファイリングと法改正にむけて 

（1）プロファイリングデータベースの構築 

 近年の情報技術の進歩により、ビッグデータを処理することができるようになった。税

務業務は大量の情報処理である。これもビッグデータのひとつである。税務情報は自治体
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にとって、財源確保に向けてあらゆることに使える宝のデータであるが、現在は上手く使

いこなせていない。この税務情報に、自治体が持つ戸籍情報や国保、介護、住宅、保育な

どの情報を、マイナンバーをキーに一元化したデータベースを作り整理すれば、滞納者の

プロファイリングが可能となる。性別、職業別、地域別、年収別、年齢別、住民年月（住

民になってからの年月）など、さまざまな組み合わせで分析すると、どういうところに注

力すればいいかみえてくるので、滞納整理・滞納処分業務を効率化することもできる。 

さらには、図 4 のように、これらのデータにさまざまなビッグデータを加えて、納税者

の消費行動形態が把握できれば適正な課税が実現できるかもしれない。滞納者の性格や行

動様式が分析できれば滞納の確保はもちろん未然に滞納を防げるようになるだろう。脱税

者もみつけることができようになるかもしれない。 

 

（2）法令のアーキテクチャー化 

 日本の法制度は 2014 年 7 月時点で施行されている法律の数は 1950 本にも及んでいる。

そのうち、1945 年以前に制定され、現在も施行されている法律は 86 本あるが、残りの大

半は終戦直後と 2000 年前後に大量に制定されている。このように新たな法律を制定する一

方で、法改正も行われている。整備法や整理法というものがある。これは新たな法律の施

行に伴って関係法律の改正が行われる際に、一つの法律で何本もの法改正を行うための法

律である。この整備法・整理法も含めて法改正を考えると、地方分権一括法が制定された

1999 年には 1,000 本以上の法改正が行われ、2000 年以降、200 本を超える法改正が世界同

時不況前後を除き、毎年のように行われている2。 

地方税務行政がより進化するためには、法改正が必要な場合が多いが、法律の条文が独

特のルールで記述されている上に、法律は相互に複雑に絡み合っているため、法律の関係

性が国や自治体、法律家などの実務者にとっても、国民にとっても分かりづらくなってい

る。 

法改正の作業を確実に進めるためには、さまざまな法律に目を配らなければならないこ

とがあるが、現在の環境下では限界があり、たまに立法ミスが取りざたされてきた。この

ように煩雑した状況下では、法改正の作業は困難である。そこで、XBRL のように、法律

の関係性や構造（アーキテクチャー）が分かるデータベースを構築すれば、そういう立法

ミスから免れることができるのではないか。法改正の時に、たとえば、ある法律のここを

変えたら、あの法律のここも変えなければならないということを IT が教えてくれて、取り

こぼしなく包括的に作業を進めることができるようになるだろう。 

 

  

                                                  
2 榎並利博（2015）「立法爆発とオープンガバメントに関する研究」『富士通総研研究レポート』No.419、
6-12 頁を参照。 
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図 4 税務データの活用の将来像 

 

 

おわりに 

 本稿では、IT 化と自治体職員減少が進む今後に向けて、自治体の税務行政を見聞きし感

じてきたことをふまえた上で、今後の地方税務行政の運営について述べてきた。2000 年前

後の電子自治体構築の頃は、インフラ整備が目的だったが、これからは、IT 化された環境

下で、地方税務行政を効率化させていく段階に入ったといえる。税務業務は大量のデータ

処理であるので、IT を活用した業務を設計すれば、効率化を図り、生産性を向上させるこ

とができる。時代のニーズに合った地方税務行政を行っていくには、自治体の現場の声、

事業者や住民の声を聞きながら、その時の最新技術を用いて、制度を合理的な形に見直し

ていく必要がある。地方税務行政はまだまだ進化する余地がある。 
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